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１. 札幌市森づくり基本方針の背景と目的

札幌市森づくり基本方針について

森林には、山地災害防止機能、水源涵養機能、二酸化炭素吸収等の機能、木材等生産機能、生物

多様性保全機能、保健・レクリエーション機能などがあります。近年、気候変動対策やＳＤＧｓへの対応

として、森林の有するこうした多面的機能の重要性が高まっています。

札幌市では、市域の6割を森林が占めていますが、林業の低迷等により手入れ不足の森林が多く、

こうした森林では多面的機能の発揮が十分に図られていない状態となっています。森林の多面的機

能を持続的に発揮していくためには、森林の適正な整備・保全を推進する必要があります。

このような中、平成３１年（2019年）に森林経営管理法が施行され、森林整備と森林資源の活用に関

する市町村の役割が急速に大きくなったほか、森林整備や木材利用等の取組の財源として森林環境

譲与税の譲与が開始されたことから、札幌市においても森林整備や木材利用等への取組を一層進め

ているところです。

「札幌市森づくり基本方針」は、札幌市が進める森林整備や木材利用など基本的な考え方を示すも

のとして、将来像や施策の方向性を示すとともに、その実現に向けた施策などを定めるものです。

森林経営管理法（平成31年（2019年）） 森林環境譲与税（平成31年（2019年））

木材利用等促進法の改正（令和3年（2021年））

この法律の施行により、森林所有者の「森林を

適切に管理する責務」が明確化されました。また、

間伐等の適切な経営管理ができない私有林は、

市町村にその経営管理を委託することができる

新たな仕組み（森林経営管理制度）が創設され

ました。これによって、市町村は、私有林の人工

林の所有者に対して意向調査を行って、市町村

に委託を希望する森林を集約し、経営管理権集

積計画 を策定し、私有林の森林整備を進めるこ

とが可能になりました。

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確

保する観点から、「森林環境税」及び「森林環境

譲与税」が創設されました。国から都道府県や

市町村に対して、森林環境譲与税が譲与されま

す。

法律の一部が改正され、法律の題名が「脱炭

素社会の実現に資する等のための建築物等に

おける木材の利用の促進に関する法律」（通称：

都市（まち）の木造化推進法）に変わるとともに、

法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大

されました。

2. 社会的動向

出典：林野庁HP
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３. 札幌市森づくり基本方針の位置づけ

４. 対象期間

５. 対象範囲

ああああああああああああああああ

本方針は、「第4次札幌市みどりの基本計画」を上位計画として、札幌市における森林（私有林・市有

林）の整備や保全、木材利用等に関する基本的な方針を示すものとして定めます。

本方針に基づいて行う具体的な事業については、「札幌市森づくり事業実施計画」で示します。

本方針の取組期間は、10年間を目安とします。（令和16年（2034年）まで）

なお、社会的動向の変化や取組の進捗等によって、必要性に応じて見直し時期を判断します。

近年の森林や木材利用に関する社会的動向や森林環境譲与税の目的を踏まえ、森林の整備に関す

る施策と森林の整備の促進に関する施策を以下のとおり対象とします。

森林（私有林
と市有林等）

林業の担い手
とスマート林業

木材利用
市民と企業との
森づくり活動

自然歩道等

手入れ不足（間伐遅れ）の人工林とは？

出典：農林水産省HP

人工林は間伐しないと、太

陽光が届かなくなるため、

木はひょろ長く弱くなり、

下層の草も育たない。山

地災害防止等、森林の本

来もつ様々な機能が十分

に発揮されなくなる。
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●札幌市都市計画マスタープラン

●第２次札幌市環境基本計画

●生物多様性さっぽろビジョン

●札幌市気候変動対策行動計画

●さっぽろヒグマ基本計画2023

ほか

札幌市の関連計画

札幌市森づくり基本方針
札幌市

森林整備計画

各種の計画等

札幌市森づくり事業実施計画

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン 全国森林計画

第４次札幌市みどりの基本計画 北海道森林づくり
基本計画

石狩空知
地域森林計画

連携

踏まえて

踏まえて

踏まえて

踏まえて

踏まえて

具体的な事業

即して

適合して

連携

具体的な事業



１
.
森
林

２.担い手とスマート林業 ３. 木材利用

５. 自然歩道等

４. 市民や企業との森づくり活動

白旗山都市環境林
（市有林）
1,061ha

＜凡例＞
国有林
私有林・市有林の人工林
私有林・市有林の天然林
市有林（都市環境林）
自然歩道

札幌駅

札幌市の林業就業者数は、現在微増傾向で

すが、昭和30年代の1/4です。今後必要な森

林整備量を勘案すると、林業の担い手は充足

している状況ではありません。

一方で、ドローンによる森林調査など、デジタ

ル機器を用いた取組が進展していますが、機

器が高額であるなどICT化に踏み切れない事

業体が多いことも分かっています。

1.森林

札幌市では、「札幌市公共建築物等における木材

の利用促進に関する方針」に基づき、公共建築物

での道産木材の利用を進めています。

一方で全体をみると、人工林が利用期を迎えてい

ますが、木材の利用は十分に進んでいません。

人工林（私有林・市有林）の9割が間伐遅れ

課題

林業の担い手不足、スマート林業の取組

課題

木材の利用が十分に進んでいない

課題

森林ボランティア団体の活動に対する支援

を行っているほか、 市有林では企業CSRに

よる植樹・育樹活動が行われています。しかし、

林業に馴染みのない札幌市では、木を切るこ

とへの抵抗感がある方もおり、森林整備に対

する理解が進んでいない状況です。

森林整備に対する市民理解が不足

課題

市内には、自然歩道8ルート、市民の森6か所の

ほか、白旗山都市環境林などに登山道があります

が、階段等の施設の老朽化により維持管理コスト

が増大しています。

また、市民の森制度では、私有林を借りて森林整

備のための奨励金を助成していますが、所有者の

関心の薄れ等から森林整備が進んでいません。さ

らに、相続等により土地の権利関係が複雑化し、貸

借手続きが困難な状況も生じています。

維持管理コスト増、市民の森の森林整備不足

課題

現状と課題

札幌市の森林面積は市域の64％が森林で、多

くが国有林であり、私有林・市有林は14％を占め

ます。私有林・市有林の人工林の多くが50年生以

上で収穫期となっていますが、9割が間伐遅れの

状況です。 また、近年はシカ等による森林被害も

顕著です。
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１. 森林

将来像と施策

今後１００年を見据えた将来像

保全された天然林
（藻岩原始林）

広葉樹が生育しつつある人工林
（南沢都市環境林）

間伐されたカラマツ林
（白旗山都市環境林）

施策の
方向性

〇これまで保全してきた森林を継承しつつ、森林の持つ多面的機能を一層発揮

させることで、良好な自然環境を有する都市を実現します。

間伐

下層に光が届かず、
新しく生えた広葉樹が
育たない

光が届くようになり
広葉樹が育ち、植えた
針葉樹と混ざった森林に

〇手入れ不足の人工林の森林整備を推進

○森林の将来像を提案・設定し整備を推進

〇森林の将来像に誘導するため、「森林整備・森林保全の基本型」を設定

〇私有林整備では森林経営管理制度の活用が重要となることから、札幌市における基本

的な枠組みを定め、効率的な整備を実施

〇市有林についてはその存在価値を整理した上で、将来像に向けた整備を推進

〇エゾシカによる森林被害対策の実施

森林整備・森林保全の基本型

ア 天然林保全
（将来像「保全された天然林」の基本型）
基本的に人の手は加えずに保全に努め、森林が
もつ公益的機能が高度に発揮された状態を維持し
ます。

イ 針広混交林化
（将来像「天然林へ移行段階の森林」の基本型）
人工林を継続しない人工林は、都市近郊林とし
て公益的機能を発揮するため、間伐等を行って針
広混交林へ誘導します。

ウ 人工林整備
（将来像「健全な人工林」の基本型）
効率的な人工林の経営管理が可能な場所では、
適切な間伐の実施や主伐後の再造林を行って人
工林を継続します。森林の多面的機能（木材生産
機能と公益的機能）が発揮されます。

エ 里山林等整備
森林と農地が連なり人と自然が共生しているよう
な優れた景観が形成されている地域（里山）や、森
林が市民のレクリエーションの場となっている地域
では、森林を利活用するための多様な森林整備を
行います。

間伐

成長

主伐

植栽

成長
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2.林業の担い手とスマート林業

成果指標と進捗管理

将来像
〇小規模な森林整備を得意とする事業体や大規模経営の事業体など、多様な事業体が

札幌近郊の森林整備や林業を担っています。

〇少ない労働人口でも森林整備等が維持されています。

主な施策
（１）担い手の確保・育成

●さっぽろ連携中枢都市圏内での担い手確保 ●北の森づくり専門学院に対する支援

●新規雇用、従業員育成の支援の検討 ●通年雇用増の施策の検討

（２）林業事業体への支援

●森林整備量の見通しの公表

●市有林での多様な発注方法の検討

●異業種（造園業・土木業）の林業参入の検討

（３）スマート林業への取組

●作業の機械化、ICT化等、林業事業体のスマー

ト林業への支援

●市有林整備におけるICT化

デジタル計測機器による立木調査森林調査におけるドローン利用

（１）間伐遅れの私有林の森林整備を促進

●森林経営管理制度による森林整備

・間伐遅れ等によって森林の公益的機能が発揮できていない
人工林の機能発揮を目的に実施することを原則
・経営管理権集積計画を策定した後は、基本的に林業事業者へ
の再委託を検討（再委託が困難な場合は、札幌市が自ら経営
管理）

●札幌市森林整備事業補助金の実施

（２）市有林の保全と森林整備

●天然林は保全を継続

●白旗山都市環境林等の効率的な木材搬出が可能な

人工林は人工林整備を継続

●その他の人工林は天然林を目指し、森林整備を行って

針広混交林化を推進

森林整備（私有林）

皆伐地

主な施策

針広混交林化が進んだカラマツ林

（３）その他の森林整備に関すること

●エゾシカの獣害対策

施策の
方向性

〇林業の担い手を様々な視点から増やすよう取り組むと同時に、既存の事業体の体制

強化も図っていきます。

〇限られた労働力で森林整備等が進むよう、スマート林業の導入に取り組んでいきます。
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４.市民と企業の森づくり活動

〇森林に親しむ市民が増えるとともに、森林ボランティア活動等の多様な森づくり活動が

行われています。

（１）森林や森林整備の重要性についての普及啓発

●環境教育や木育等の推進

●森林整備の説明看板の設置

●森林所有者への普及啓発

（２）森林ボランティア支援と企業CSR活動への支援

●市有林を中心とした植樹・ 保育活動の場の提供

●ボランティア活動を始めたい人やCSR活動を希望する企業への支援

将来像

主な施策

伐採跡地の植樹活動
（白旗山都市環境林）

森林整備の説明看板

将来像
〇道産木材の利用が進み、北海道内の森林資源の循環や森林整備、二酸化炭素の固定が

進んでいます。

〇道産木材を利用した施設の利用や、製品の購入等を通じて、市民の森林・林業に関する

知識や理解が深まっています。

※札幌市は北海道における木材の一大消費地であることから、道産木材の利用を推進

成果指標と進捗管理

主な施策
（１）道産木材の利用促進

●札幌市の木材利用の方針を改定

●公共建築物における道産木材の利用推進

●民間建築物における道産木材の利用促進の検討（住宅や都心における非住宅等）

（２）市産材の活用と地材地消

●普及啓発の効果が高い事業における活用

（３）道産木材利用の普及啓発

●多くの市民の目に触れる箇所に道産木材を使用

●子どもを対象とした普及啓発の継続的な取組

●北海道との連携によるHOKKAIDO WOODの

取組推進の検討

中央区保育・子育て支援センター
（ちあふる・ちゅうおう）

木製アスレチック遊具
（さとらんど）

３.木材利用

〇道産木材の利用について、公共施設における利用を一層進めるほか、民間建築物におけ

る利用やバイオマスの利用等の促進を検討

〇市産材の利用を進めることで、道産木材全体の利用を促進

施策の
方向性

〇普及啓発を重要視し、できるだけ多くの人が自ら森林に関心を持ち、森づくりの体験がで

きるよう、様々な場面で取組を行います。

〇森林ボランティア活動や企業のCSR活動について引き続き支援し、森林整備等に一緒に

取り組んでいきます。

施策の
方向性

６



５.自然歩道等

○市民が自分の登山レベルや目的にあった自然歩道等を選び、利用することができています。

○限られた財源の中でも、適切に維持管理されています。

（１）自然歩道の新たな取り扱い、効果的な維持管理

●札幌市が維持管理を行い、一般公開を目的とする森林内の散策路は、基本的に「自

然歩道」として位置づけ、表記や扱いを統一

●登山道の量的な配置は十分であり、新たなルートや入口の整備は原則行わない。

●登山道の難易度を色分けし、初心者等への安全性を高める。

●過度な整備を避け、登山道らしい道を維持することを基本とする。

将来像

主な施策

盤渓市民の森入口円山山頂からの眺め

（２）市民の森の見直しと自然歩道への振替

●奨励金の助成による森林整備をやめ、市で行

う森林経営管理制度による森林整備に移行

●散策路は利用量や駐車場の有無等の立地条件

を勘案し、存廃を検討

自然歩道・市民の森位置図（みどりの推進部作成）

〇より多くの市民が利用できるよう、これまで登山をしたことがない方でも楽しめるよう

な立地等条件の整った自然歩道等を中心に整備を進めます。

〇選択と集中の考えのもと、自然歩道等の施設の効率的効果的な運用が行えるよう、施

設量の低減を視野に入れた上で自然歩道等のあり方を整理します。

施策の
方向性

７



６.白旗山都市環境林

７.推進体制の確保

５つの「将来像」の実現を推進するために必要な２つの施策

（１）多様な施業方法による多様な森づくり

●人工林継続ゾーン、天然林移行ゾーンなど林分に応じた施業の実施

●一般的な人工林施業に加え、様々な施業方法の多様な森づくりの実践

（２）林業を感じられる、利用しやすい自然報道等の整備

●案内板の設置 ●スキーコースとしての一層の活用

主な施策

５つの「将来像」を実現していくために、以下の2つの施策に取り組みます。

白旗山都市環境林のポテンシャルの高さを活用

※都心から近く、これほど広い、人工林に適した市有林があるのは政令市でも札幌市のみ

・多様な施業を行う森林整備
・森林と木材利用の普及啓発の拠点
・森林を活用したウェルネスの推進等
本方針全体を体現するモデル的な森林として、最大限活用

白旗山都市環境林 樹種別位置図
（みどりの推進部作成）

カラマツ
トドマツ
アカエゾマツ
ヨーロッパアカマツ
天然林

（仮称）白旗山都市環境林利活用計画の策定

（３）白旗山産材事業

●普及啓発等に効果の高い用途を検討

（４）多様な主体との連携

●大学や研究機関、企業、ボランティア団体等との連携の取組

市産材の利用
（定山渓義務教育学校 イメージ図）

（５）林業の担い手育成の場としての活用

●林業従事者の技術向上のための研修の場としての活用

皆伐時に樹木を一定程度残す取組

企業による植樹活動

（１）関係機関との連携強化

●北海道森林管理局や北海道との連携強化

●大学や研究機関との連携

●さっぽろ連携中枢都市圏での、周辺市町村との情報共有や連携

●森林組合への必要な支援を検討

（２）市の体制の強化と職員の技術力向上

●職員の専門的知識の習得や技術向上

●外部委託、地域林政アドバイザー等の活用の検討

水源の森づくり2023
（北海道森林管理局との連携）

市町村職員技術向上支援研修
（測量技術の習得）

８



１. 活用の状況

２. 利活用に関する基本的考え

森林環境譲与税の利活用に関する考え

令和元年度より、国から都道府県や市町村

に対して、森林環境譲与税の譲与が開始され

ました。この財源を元に、札幌市でも森林整

備や木材利用、担い手対策や普及啓発など

の取組を開始しています。

また、令和6年度からは、一人当たり年間

1000円の森林環境税の徴収も開始されて

います。

森林環境譲与税の譲与額と活用額 (千円)

まちづくり推進基金

（森林環境譲与税）活用額譲与額年度

累計積立(取崩)普及啓発等木材利用森林整備

3,867 +3,86788,8531,08389,93693,803令和1

103,730+99,86310094,6854,68499,469199,332令和2

229,593+125,86311,23952,39210,98674,617200,480令和3

194,761-34,8317,192217,85078,751303,793268,962令和4 

191,785-2,9767,530170,50193,907271,938268,962令和5

令和３年度（２０２１年度）までは建築物における木材利用が大部分でしたが、令和４年度（２０２２年度）

からは森林整備における本格的な活用が始まっています。譲与額に対して全額を活用しない場合は後年

時の取組に活用するため、まちづくり推進基金に積み立てて運用しています。

１．札幌市における森林環境譲与税の使途の範囲

○基本的に、本方針が示す施策を使途の範囲とします。

※森林環境譲与税開始前の既存事業への充当ではなく、新規施策や拡充等に限って利用します。

○木材利用のうち、基本的に道産木材を利用する事業を対象とします。

２．使途の区分と優先度の考え

（１）本方針における使途の区分

A 森林整備に関すること

B 木材利用に関すること

C 普及啓発に関すること

D 林業の担い手に関すること

E 札幌市の体制確保に関すること

（２）優先度の考え

○森林環境譲与税の創設の趣旨に鑑み、「A 森林整備に関す

ること」を最優先としつつ、木材の一大消費地としての役割を担

うため、「B 木材利用に関すること」を一定程度確保し続ける

ものとし、両者のバランスを図ります。

○「C 普及啓発に関すること」、「D 林業の担い手に関すること」

のうち、特に必要性が高い施策、及び「E 札幌市の体制確保に

関すること」は、「A 森林整備に関すること」の条件整備である

ことから、「A 森林整備に関すること」と同じくこれを優先します。

出典：林野庁HP
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